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第 １条（ 目的）  

  こ の 要 領 は 箕 面 市 （ 以 下 「 建 築 主 」 と い う 。 ） が 建 築 工 事 の 監 理 す る 業 務 を 委

託 し た 場 合 の 市 監 督 員 と 受 託 業 者 主 任 監 督 員 及 び 監 督 員 （ 以 下 「 主 任 監 督 員 及 び

監 督 員 」 と い う 。 ） と の 業 務 の 処 理 区 分 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的

と する。  

２  主 任 監 督 員 及 び 監 督 員 は 、 こ の 要 領 で 定 め る も の の 他 、 工 事 監 理 業 務 委 託 契 約

 書に基 づき業 務の処理 を行わ なけれ ばならな い。  
 

第 ２条（ 主任監 督員及び 監督員 の資格 ）  

  工 事 監 理 業 務 委 託 契 約 書 第 ５ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 定 め る 主 任 監 督 員 は 一 級 建

 築 士 の 資 格 を 有 す る 者 、 監 督 員 は 二 級 建 築 士 の 資 格 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な

 い。  
 

第 ３条（ 主任監 督員）  

  主 任 監 督 員 は 、 工 事 現 場 の 状 況 に 精 通 し 、 各 工 事 の 進 捗 に 留 意 し て 工 事 が 完 全

 に施工 される よう監督 しなけ ればな らない。  

２  主 任 監 督 員 は 、 監 督 業 務 の 実 施 に 当 っ て 常 に 請 負 者 に 対 し 適 格 な 指 示 を 与 え 、

 又は遅 滞なく 所要の手 続きを 取らな ければな らない 。  

３  主 任 監 督 員 は 、 監 督 員 に 対 し 、 業 務 の 分 担 、 監 督 事 項 等 を 常 に 的 確 に 指 示 し な

 ければ ならな い。  
 

第 ４条（ 監督員 ）  

  監督 員は、工事請負 契約書 、図面 設計書、及び仕 様書等 の内容に ついて 熟知し 、

 か つ 工 事 現 場 の 状 況 に 精 通 し 、 工 事 が 完 全 に 施 工 さ れ る よ う 監 督 し な け れ ば な ら

 ない。  

２  監督 員は、 常時工事 現場に 臨み、 厳正に工 事を監 督しな ければな らない 。  

３  監 督 員 は 、 常 に 請 負 者 、 労 務 者 及 び 地 元 の 関 係 に 留 意 し 、 そ の 間 に 諸 種 の 問 題

 を起こ さない よう配慮 しなけ ればな らない。  

４  監 督 員 は 、 工 事 監 理 の 実 施 に 際 し て は 、 主 任 監 督 員 の 指 示 に 従 う と 共 に 、 実 施

 内容に ついて は常に主 任監督 員に報 告しなけ ればな らない 。  
 

第 ５条（ 業務の 処理区分 ）  

  主 任 監 督 員 及 び 監 督 員 と 市 監 督 員 と の 業 務 の 処 理 区 分 に つ い て は 、 こ の 要 領 で

 定める ものの 他は次の 各号に よるも のとする 。  

２  本市 建築工 事監理区 分表（ 以下「 監理区分 表」と いう。 ）による ものと する。  

３  主 任 監 督 員 は 、 前 項 の 監 理 区 分 に か か わ ら ず 、 工 事 施 工 に つ い て 緊 急 そ の 他 止

 む を え な い 事 情 に よ る も の は 直 接 請 負 者 に 指 示 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の

 場合は 直ちに 市監督員 にその 旨連絡 するもの とする 。  
 

第 ６条（ 業務処 理表）  

  主 任 監 督 員 は 、 監 理 区 分 表 に 定 め る 協 議 、 指 示 、 立 会 、 検 査 、 報 告 、 受 領 、 承

 諾及び 確認の 業務を処 理した ことを 示す業務 処理表（ 様式は 監理区 分表に 同じ。）

 を作成 しなけ ればなら ない。  

２  主 任 監 督 員 は 、 監 理 区 分 表 に か か わ ら ず 市 監 督 員 、 又 は 請 負 者 か ら 立 会 い 又 は
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 検査等 を求め られたと きはそ の求め に応じな ければ ならな い。  
 

第 ７条（ 書類の 整理）  

  主 任 監 督 員 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 帳 簿 等 を 現 場 に 備 え 付 け 、 こ れ を 整 理 し て お か

 なけれ ばなら ない。  

（ １）図 面  

（ ２）仕 様書  

（ ３）現 場説明 書  

（ ４）設 計内訳 明細書  

（ ５）実 施工程 表  

（ ６）施 工計画 書  

（ ７）材 料調査 書  

（ ８）出 勤簿  

（ ９）工 事日報 （請負者 提出）  

（ 10）監 理区分 表  

（ 11）業 務処理 表  

（ 12）監 理日誌  

（ 13）打 合せ簿  

（ 14）中 間出来 高査定簿  

（ 15）試 験に関 する書類  

（ 16）工 事写真  

（ 17）材 料納入 者及び下 請負人 名簿  

（ 18）責 任施工 の保証証 書  

（ 19）そ の他提 出書類の 控え  

２  主 任 監 督 員 は 、 材 料 試 験 等 を 行 う 試 験 所 等 に つ い て は 市 監 督 員 に 報 告 し な け れ

 ばなら ない。  
 

第 ８条（ 工事日 報）  

  主 任 監 督 員 は 、 施 工 し た 作 業 の 概 要 及 び 就 業 労 働 者 数 、 入 荷 材 料 等 を 記 し た 工

 事日報 を請負 者より毎 日提出 させな ければな らない 。  
 

第 ９条（ 監理日 誌）  

  主 任 監 督 員 は 、 入 荷 材 料 の 品 目 と 適 否 の 概 要 、 工 事 出 来 高 等 の 状 況 を 記 入 し た

 監理日 誌を作 成しなけ ればな らない 。  

２  工事 に関す る打合せ の内容 は、打 合せ簿に 記録し ておか なければ ならな い。  
 

第 10条（ 報告）  

  主 任 監 督 員 は 、 毎 週 月 曜 日 に 工 事 の 進 捗 状 況 等 を 市 監 督 員 に 報 告 す る と 共 に 、

 毎月５ 日まで に工事進 捗状況 報告書 を建築主 に提出 しなけ ればなら ない。  

２  主 任 監 督 員 は 、 監 理 区 分 表 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 事 項 に つ い て は 市 監 督 員

 にすみ やかに 報告し、 その指 示を受 けなけれ ばなら ない。  

（ １）工 事関係 事項につ いて関 係官公 署より指 示又は 注意を 受けたと き。  

（ ２）附 近住民 より工事 につい て苦情 の申し出 があっ たとき 。  
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（ ３ ） 請 負 者 よ り 使 用 材 料 、 施 工 方 法 等 に つ い て 変 更 の 申 し 出 が あ り 、 そ の 申 し 出

  が止 むを得 ないと認 められ るとき 。  

（ ４ ） 天 候 、 気 温 そ の 他 の 原 因 に よ り 、 設 計 図 書 に 依 り 難 い 不 利 な 条 件 の 発 生 が 予

  測さ れると き。  

（ ５ ） 天 災 そ の 他 の 理 由 に よ り 工 事 進 捗 に 支 障 を き た し 、 又 は 工 事 中 止 の 事 情 が 生

  じた とき。  

（ ６）工 事の施 工に伴い 第三者 に損害 を及ぼし たとき 。  

（ ７）工 事遅延 のおそれ のある とき。  

（ ８）解 体材、 発生材、 文化財 その他 工事上支 障とな る障害 物件が生 じたと き。  

（ ９ ） 請 負 者 が 契 約 書 又 は 各 種 法 令 の 遵 守 に 関 し 重 要 な 違 反 が あ る と 認 め ら れ る と

  き。  

（ 10）請 負者に 経営事情 悪化の 傾向が 認められ るとき 。  

（ 11）設 計図書 と工事現 場の状 態とが 一致しな いとき 。  

（ 12） 設 計 図 書 の 表 示 が 明 確 で な い と き 。 （ 図 書 と 仕 様 書 が 交 互 合 し な い と き 及 び

   設 計図書 に誤びゅ う又は 脱ろう があると きを含 む）  

（ 13） 工 事 現 場 の 地 質 、 湧 水 等 の 状 態 、 施 工 上 の 制 約 等 設 計 図 書 に 示 さ れ た 自 然 的

  又は 人為的 な施工条 件が実 際と相 違すると き。  

（ 14） 設 計 図 書 で 明 示 さ れ て い な い 施 工 条 件 に つ い て 予 期 す る こ と の で き な い 特 別

  の状 態が生 じたとき 。  

（ 15）そ の他必 要と認め られる 事項が あったと き。  
 

第 11条（ 現場立 入禁止）  

  主 任 監 督 員 は 、 工 事 関 係 者 及 び 用 務 の あ る も の 以 外 の 者 を み だ り に 現 場 に 立 入

 らせて はなら ない。  
 

第 12条（ 監督員 事務所内 及び道 路側掲 示）  

  主 任 監 督 員 は 、 監 督 員 事 務 所 内 の 適 当 な 場 所 に 就 業 時 間 、 休 日 、 工 程 表 、 各 種

 責任者 氏名表 、その他 必要事 項を掲 示しなけ ればな らない 。  

２  主 任 監 督 員 は 、 現 場 の 表 側 道 路 等 の 見 や す い 場 所 に 建 設 業 登 録 表 示 そ の 他 必 要

 な標札 を掲示 させなけ ればな らない 。  
 

第 13条（ 監督の 一般事項 ）  

  主任 監督員 は、常に 工程に 注意し 、建設が 円滑に 施工さ れるよう 段取り 、材料 、

 手配等 につい て必要な 指示を 与えな ければな らない 。  

２  主 任 監 督 員 は 請 負 者 に 施 工 上 必 要 な 図 面 、 原 寸 型 板 等 を 工 事 に 従 い 準 備 さ せ な

 ければ ならな い。  

３  建 築 工 事 と 設 備 工 事 そ の 他 別 途 工 事 と の 関 連 に つ い て は 、 相 互 に 連 絡 、 協 議 を

 密に行 い、工 事に手違 いや手 戻りの ないよう 指導監 督しな ければな らない 。  
 

第 14条（ 法令の 遵守）  

  主 任 監 督 員 は 、 各 種 法 令 の 遵 守 に 関 し 、 請 負 者 を 常 に 指 導 監 督 し な け れ ば な ら

 ない。  
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第 15条（ 既設物 の保護）  

  主 任 監 督 員 は 、 請 負 者 に 対 し 既 設 工 作 物 並 び に 道 路 、 樹 木 等 に 損 傷 を 与 え な い

 よ う 周 到 な 方 策 を 講 じ さ せ な け れ ば な ら な い 。 万 一 こ れ ら に 損 傷 を 与 え た と き は

 速 や か に 現 状 に 復 旧 さ せ る と 共 に 顛 末 を 既 設 物 の 管 理 者 並 び に 市 監 督 員 に 報 告 し

 なけれ ばなら ない。  
 

第 16条（ 材料検 査）  

  主 任 監 督 員 は 、 工 事 に 使 用 す る 材 料 の 品 質 、 数 量 等 に つ い て 検 査 し 、 請 負 者 に

 刻 印 、 仕 分 け 等 の 方 法 に よ っ て 合 格 と 不 合 格 と が 明 ら か に 区 分 さ れ る 処 置 を と ら

 せ、不 合格の 材料につ いては 遅滞な く場外に 搬出さ せなけ ればなら ない。  

２  前 項 の 品 質 検 査 の う ち 品 質 に 不 同 性 の 少 な い 材 料 に つ い て は 、 抜 取 検 査 又 は 見

 本検査 とする ことがで きる。  

３  材 料 検 査 は 原 則 と し て 現 場 に お い て 行 う も の と し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 は 市 監

 督員の 指示を 受けるも のとす る。  

４  現 場 に 搬 入 し た 材 料 に つ い て は 、 主 任 監 督 員 の 承 認 な く 持 ち 出 さ せ て は な ら な

 い。  

５  監 理 区 分 表 に よ り 受 託 者 が 検 査 を し た 場 合 は 、 市 監 督 員 は 受 託 者 の 業 務 を 資 料

 によっ て確認 しなけれ ばなら ない。  
 

第 17条（ 立会検 査）  

  主 任 監 督 員 は 、 監 理 区 分 表 に 定 め ら れ た 場 合 以 外 も 施 工 に は 努 め て 立 会 わ な け

 ればな らない 。  

２  主 任 監 督 員 は 、 立 会 検 査 を 施 工 段 階 ご と に 行 う こ と が 適 当 で あ る と 認 め ら れ る

 場合は 段階検 査を行う ものと する。  

３  破 壊 検 査 を 行 う 必 要 が あ る 場 合 に は 、 原 則 と し て 市 監 督 員 と 協 議 し な け れ ば な

 らない 。  
 

第 18条（ 工事写 真）  

  工 事 施 工 後 外 部 か ら 検 査 す る こ と の 出 来 な い 箇 所 は 、 請 負 者 に 写 真 を 撮 ら せ て

 保存し なけれ ばならな い。  
 

第 19条（ 事故の 防止）  

  火 気 、 衛 生 、 盗 難 、 災 害 等 に 対 す る 予 防 対 策 な ら び に 管 理 を 十 分 に 行 い 、 各 種

 の事故 防止に 万全を期 さなけ ればな らない。  
 

第 20条（ 書類の 審査）  

  主 任 監 督 員 は 、 請 負 者 か ら 提 出 さ れ た 書 類 に つ い て は 、 内 容 を 審 査 し 全 て 控 え

 をとら なけれ ばならな い。  
 

第 21条 (請負者 への異議 ) 

  主 任 監 督 員 は 、 現 場 代 理 人 又 は 主 任 技 術 者 が 、 工 事 の 施 工 監 理 に つ き 著 し く 不

 適当と 認めら れる場合 はその 措置に ついて市 監督員 と協議 しなけれ ばなら ない。  
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第 22条（ 監査及 び検査の 立会）  

  主 任 監 督 員 は 、 市 監 督 員 か ら 監 査 又 は 検 査 の 通 知 を 受 け た と き は 、 資 料 を 作 成

 し 必 要 な 手 続 き を と る と 共 に 監 査 又 は 検 査 に 立 会 い 、 求 め に 応 じ て 説 明 し な け れ

 ばなら ない。  
 

第 23条（ 設計変 更ならび に工期 延期）  

  市 監 督 員 よ り 設 計 変 更 の 指 示 を 受 け た と き は 、 速 や か に 変 更 設 計 書 を 作 成 の う

 え、市 監督員 の承認を 得た後 、請負 者にその 旨を通 知しな ければな らない 。  

２  材 料 、 工 法 等 に 関 し 請 負 者 よ り 設 計 変 更 の 申 し 出 が あ っ た と き は 、 変 更 図 面 及

 び 変 更 見 積 書 を 提 出 さ せ 、 審 査 の う え 止 む を 得 な い と 認 め ら れ る と き は 、 変 更 設

 計書を 作成し 、理由を 付して 市監督 員に報告 しその 指示を 受けなけ ればな らない 。

３  請 負 者 の 申 し 出 に よ り 工 期 延 期 の 必 要 が 生 じ た と き は 、 請 負 者 に 工 期 延 期 願 書

 を提出 させ、理由を付 して市 監督員 に報告し 、その 指示を 受けなけ れば成 らない 。  
 

第 24条（ 賃金又 は物価の 変動に 基づく 請負代金 額の変 更）  

  主 任 監 督 員 は 、 請 負 者 か ら 工 事 請 負 契 約 書 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 請 負

 代 金 額 の 変 更 請 求 が あ っ た と き は 、 直 ち に 市 監 督 員 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け な

 ければ ならな い。  

２  主 任 監 督 員 は 、 請 負 者 か ら 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た 日 か ら 起 算 し て １

 ４ 日 以 内 に 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 残 工 事 量 を 査 定 し 、 そ の 結 果 を 市 監 督 員 に

 報告し なけれ ばならな い。  
 

第 25条（ 中間出 来高検査 ）  

  主 任 監 督 員 は 、 請 負 者 か ら 中 間 出 来 高 請 求 が あ っ た 場 合 は 、 中 間 出 来 高 査 定 簿

 を作成 し、建 築主の検 査を受 けなけ ればなら ない。  
 

第 26条（ 完了検 査）  

  主 任 監 督 員 は 、 請 負 者 か ら 工 事 完 了 の 報 告 を 受 け た と き は 下 検 査 を 行 な い 、 工

 事の完 了を確 認した後 、市監 督員に 報告しな ければ ならな い。  
 

第 27条（ 手直し 検査）  

  主 任 監 督 員 は 、 完 了 検 査 の 結 果 、 手 直 し 、 改 造 、 又 は 事 務 手 続 き を 要 す る 場 合

 は受託 期間に かかわら ず、監 理業務 を行なわ なけれ ばなら なない。  

２  主 任 監 督 員 は 、 請 負 者 か ら 手 直 し 工 事 完 了 の 報 告 を 受 け た と き は 下 検 査 を 行 な

 い、手 直し工 事の完了 を確認 した後 、市監督 員に報 告しな ければな らない 。  
 

第 28条（ 関係行 政庁等の 検査）  

  主 任 監 督 員 は 、 建 物 の 引 継 ぎ 前 に 関 係 行 政 庁 等 の 検 査 が 全 て 完 了 し て い る こ と

 を確認 しなけ ればなら ない。  

２  工 事 が 完 了 し た 場 合 に は 監 督 員 は 、 建 築 基 準 法 第 ７ 条 第 １ 項 の 完 了 届 及 び 工 事

 監 理 報 告 書 を 建 築 主 事 に 届 け 、 建 築 主 事 の 検 査 に 立 会 い 、 結 果 を 市 監 督 員 に 報 告

 しなけ ればな らない。  

３  前 項 の 検 査 に 合 格 し た 後 、 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け 市 監 督 員 に 提 出 し な け れ ば な

 らない 。  



別紙－９ 箕面市建築工事監督業務要領 

第 29条（ 引渡し 手続）  

  現 場 に お け る 建 築 主 へ の 建 物 の 引 渡 し は 、 請 負 者 に 引 渡 し 書 を 作 成 さ せ 、 立 会

 い の う え 、 機 器 類 の 使 用 方 法 、 鍵 の 種 類 、 そ の 他 必 要 な 事 項 を 説 明 し な け れ ば な

 らない 。  
 

第 30条（ 提出書 類）  

  主 任 監 督 員 は 、 請 負 者 が 工 事 完 了 届 け 提 出 時 に 工 事 関 係 書 類 一 式 を 市 監 督 員 に

 提出し なけれ ばならな い。  

 

 

 


